
 

「農業農村整備事業に係る工事の品質確保に関する相談窓口」 

の開設について 

 
関東農政局整備部では、平成１７年４月１日の「公共工事の品質確保の促進に関する法

律」の施行に伴い、地方自治体等へ技術的な発注者支援を行うため、相談窓口を設置しま

した。 
 

問い合わせ先 ０４８－６００－０６００ 

担 当 者 
整備部設計課  課長補佐（土木 ） （内線３５０５） 
整備部設計課  工事検査官     （内線３５１０） 
整備部設計課  技術審査官     （内線３５１１） 

 
※受付時間  行政機関の休日を除く１０時００分から１７時００分 

 
 
 
 
 
 
 


